
平成２８年６月市議会定例会 提出議案

議 案 種 別 件数（件）

専決処分の報告議案 １

条 例 議 案 ９

一 般 議 案 ７

補 正 予 算議 案 ５

合    計 ２２



Ｎｏ

１ 

北九州市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につい 

て 

（財政局税務部税制課）

北九州市市税条例の一部を改正するに当たり、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決したので、同条第３項の規定により、これを報

告し、承認を求めるもの 

１ 個人市民税 

  寄附金税額控除における特例控除額の上限の引上げ（付則第７条 

の４関係） 

  市町村等に対する寄附金に係る寄附金税額控除のうち、分離課税 

 に係る課税所得を有する場合における特例控除額の上限を個人市民 

 税の所得割額の１割から２割に引き上げる。 

２ 固定資産税及び都市計画税 

 （１） 固定資産税を非課税としている者の名称の変更 

（第４４条、第４７条関係） 

改正前 改正後 

独立行政法人労働者健康福祉

機構 

独立行政法人労働者健康安全機

構 

 （２） 条例に引用する地方税法の規定の条項ずれに伴う規定の整 

備（付則第９条の２関係） 

改正前 改正後 

法附則第１５条第２項第６号 法附則第１５条第２項第７号 

 （３） 熱損失防止改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の 

減額に係る申告書の記載事項の追加（付則第９条の３関係） 

（次頁に続く） 

－１－ 



（続き） 

改正前 改正後 

熱損失防止改修工事に要した

費用 

熱損失防止改修工事に要した費

用及び地方税法施行令附則第１

２条第３６項に規定する補助金

等 

 （４） その他所要の規定の整備を行う。 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

－２－ 





Ｎｏ

２ 

北九州市市税条例及び法人の市民税の課税の臨時特例に関する条 

例の一部改正について 

（財政局税務部税制課） 

地方税法の一部改正に伴い、法人の市民税の法人税割の税率を引き下

げる等のため、関係規定を改めるもの 

 １ 北九州市市税条例の一部改正 

 （１） 個人市民税 

   平成３０年度から平成３４年度までの間に限り、所得割の納税

義務者は、その者の選択により、特定一般用医薬品等購入費の合

計額のうち１万２，０００円を超える金額（上限は８万８，００

０円）について、医療費控除の適用を受けることができることと

する。（付則第６条の３関係） 

 （２） 法人市民税 

   法人市民税の法人税割の税率の引下げ（第２２条関係） 

現行 改正後 

９．７パーセント ６．０パーセント 

  （３） 固定資産税 

   ア 地域決定型地方税制特例措置の対象となる固定資産の課税標 

準について、本市において適用する特例率を定める。（付則第 

９条の２関係） 

     （ア） 津波対策の用に供するための償却資産   ２分の１ 

     （イ） 太陽光発電設備及び風力発電設備     ３分の２ 

    （ウ） 水力発電設備、地熱発電設備及びバイオマス発電設備

２分の１ 

 （次頁に続く）

－３－ 



 （続き） 

（エ） 都市再生特別措置法に基づく都市機能誘導区域内の認 

定誘導事業者が取得した公共施設等の用に供する家屋及び償 

却資産                    ５分の４ 

    イ 平成２９年度以降の第２年度又は第３年度に係る賦課期日に 

おいて、新たに勧告遊休農地となる等の事情がある土地に係る

課税標準は、農地法による勧告がなかった場合において課税標

準となるべき価格に相当する額を固定資産評価基準により修正

した価格とする。（付則第１０条の３、付則第１０条の４関係 

     ） 

    ウ グリーンアジア国際戦略総合特区内に設置される対象事業の 

ための施設等に係る固定資産税の課税免除の適用期間の延長（ 

付則第１５条の５関係） 

現行 改正後 

平成２９年３月３１日 平成３０年３月３１日 

  （４） 延滞金の計算期間の見直し（第３４条、第３９条、第４０

条関係） 

    当初の申告書の提出後、税額を減少させる更正があり、その後 

更に税額を増額させる更正等があった場合、当初の申告書による 

納付があった日の翌日から、当該税額を増加させる更正等の通知

をした日までの期間を、延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。 

  （５） その他所要の規定の整備を行う。 

（次頁に続く）

－４－ 



（続き） 

 ２ 法人の市民税の課税の臨時特例に関する条例の一部改正 

  （１） 法人市民税の法人税割の特例税率の引下げ（第３条関係） 

現行 改正後 

１１．９パーセント ８．２パーセント 

 （２） その他所要の規定の整備を行う。 

３ 施行期日 

  １（１）は、平成３０年１月１日 

  １（２）及び２は、平成２９年４月１日 

  １（３）及び（５）は、公布の日 

  １（４）は、平成２９年１月１日 

－５－ 





Ｎｏ

３ 

北九州市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営

の基準に関する条例及び北九州市介護サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について 

（保健福祉局地域福祉部介護保険課）

国家戦略特別区域法に基づく特定事業を実施するユニット型指定介 

護老人福祉施設等について、設備の基準の特例を設けるため、関係規 

定を改めるもの 

  １ 北九州市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運 

営の基準に関する条例の一部改正 

 国家戦略特別区域法に基づく特定事業を実施するユニット型特 

別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 

については、第１１条の規定によりその基準によることとされる 

基準省令の規定にかかわらず、隣接する２ユニットの共同生活室 

を一体的に利用できるものとする。（付則第３項関係） 

  ２ 北九州市介護サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等 

に関する条例の一部改正 

      ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指 

定介護老人福祉施設について、１と同様の改正を行う。（付則第 

５項関係） 

  ３ 施行期日     

    公布の日 

－６－ 



Ｎｏ

４ 

北九州市旅館業法施行条例の一部改正について 

（保健福祉局保健衛生部保健衛生課）

旅館業法施行令の一部改正に伴い、簡易宿所営業の施設の構造設備 

の基準の一部を変更する等のため、関係規定を改めるもの 

１ 簡易宿所営業の施設の構造設備の基準の緩和（第４条関係） 

２ 小規模の簡易宿所営業の施設の衛生に必要な措置の基準の追加 

（第８条関係） 

 客室の延床面積が３３平方メートル未満の施設について、客室の 

定員の合計は、客室の延床面積３．３平方メートルにつき１人とし 

て算定した数を超えないこととする。 

３ 施行期日 

  公布の日 

現  行 改 正 後 

宿泊しようとする者との面接に適す

る玄関帳場を有すること。 

宿泊しようとする者との面接に適す

る玄関帳場を有すること。ただし、

宿泊者の数を１０人未満とし、かつ

、客室の延床面積を３３平方メート

ル未満とする施設であって、必要な

代替措置等が講じられているものに

ついては、玄関帳場を設けることは

要しないこと。 

－７－ 



Ｎｏ

５ 

北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び

北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部改正について  （子ども家庭局子ども家庭部保育課） 

児童福祉施設等の設備及び運営に関する基準省令の一部改正に伴い、

保育所等の設備の基準を変更するため、関係規定を改めるもの 

１ 北九州市児童福祉施設の設備及び運営に関する条例の一部改正 

 保育室等を４階以上に設ける保育所の避難用屋内階段の付室に 

係る構造の基準の変更（第４６条関係） 

現   行 改 正 後 

外気に向かって開くことのできる窓又

は排煙設備（建築基準法施行令第１２

３条第３項第１号に規定する国土交通

大臣が定めた構造方法を用いるもの等

に限る。）を有すること。 

建築基準法施行令第１２３条第３項第

２号に規定する構造を有すること（階

段室が同条第３項第２号に規定する構

造を有する場合を除く。）。 

２ 北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の一部改

正 

  小規模保育事業所及び事業所内保育事業所について、１と同様 

の改正を行う。（第２９条、第４４条関係） 

３ 施行期日 

公布の日 

－８－ 



Ｎｏ

６ 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

               （建設局公園緑地部公園管理課） 

有料施設以外の都市公園に指定管理者制度を導入する等のため、関係

規定を改めるもの 

１ 指定管理者制度を適用することができる対象施設の拡大（第３６

条－第３６条の５関係） 

２ 都島球場の使用料の設定（別表第１関係） 

３ 施設の廃止に伴う使用料の規定の整備（別表第１関係） 

  （１） 浅生球場の使用料の規定を削除する。 

  （２） 門司陸上競技場の使用料の規定を削除する。 

 ４ 勝山公園駐車施設の利用料金の設定（別表第１の２関係） 

                          （次頁に続く）

現 行 改正後 

有料施設（有料の都市公園及

び公園施設をいう。）、駐車

場、自転車駐車場及び自転車

貸出し施設 

都市公園（市が設置する公園

施設を含む。）、駐車場、自

転車駐車場及び自転車貸出し

施設 

専

用

軟式野球 

ソフトボール 

一般 １面１回（１

時間以内） 

   円

 ８００

高等学校の生

徒以下の者 

〃  ６００

－９－ 



 （続き） 

５ 施行期日 

   １は、公布の日 

   ２及び３（１）は、平成２８年９月１日 

   ３（２）は、平成２８年７月１日 

   ４は、規則で定める日 

普通自動車 １台につき３０分又はその端数ごとに１５０円 
駐車時間が２０分以内のときは、無料 

１日に連続して３時間を超えて駐車したときは、１日 

当たり１，０００円

－１０－ 



Ｎｏ

７ 

 北九州市小倉都心小売商業振興特別用途地区建築条例の一部改正

について 

               （建築都市局計画部都市計画課）

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴い

、関係規定を改めるもの 

１ 条例に引用する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法 

律の規定の条項ずれに伴う改正（別表関係） 

現 行 改正後 

法第２条第１項第７号及び 

第８号に掲げる営業の用に 

供する建築物 

法第２条第１項第４号及び 

第５号に掲げる営業の用に 

供する建築物 

２ 施行期日 

平成２８年６月２３日 

－１１－ 



Ｎｏ

８ 

 北九州市空家等の適切な管理等に関する条例について 

            （建築都市局指導部空き家対策推進室）

空家等の適切な管理及び活用について、所有者等及び市の責務並びに

市民等の協力について定めるとともに、空家等の適切な管理等に関し必

要な事項を定めることにより、空家等に関する対策の総合的かつ計画的

な推進を図り、もって市民が快適に暮らすことができる安全で安心な生

活環境の整備に寄与するもの 

１ 条例の内容 

 （１） 目的（第１条） 

（２） 定義（第２条） 

（３） 空家等の所有者等の責務（第３条） 

（４） 市の責務（第４条） 

（５） 市民等の協力（第５条） 

（６） 空家等対策計画（第６条） 

（７） 空家等の適切な管理に関する助言又は指導（第７条） 

（８） 緊急的な危険回避の措置（第８条） 

（９） 特定空家等の所有者等に対する措置に係る諮問（第９条） 

（１０） 特定空家等に対する勧告に係る標識の設置（第１０条） 

（１１） 北九州市特定空家等対策審査会（第１１条―第１５条） 

（１２） 委任（第１６条） 

２ 施行期日 

  （１）から（８）まで及び（１２）は、公布の日 

  （９）から（１１）までは、平成２８年７月１日 

－１２－ 



Ｎｏ

９ 

 北九州市立病院等の使用料等に関する条例の一部改正について 

                      （病院局経営課）

健康保険法等の一部改正に伴い、非紹介患者初診加算料を引き上げる

等のため、関係規定を改めるもの 

１ 医療センターにおける非紹介患者初診加算料の引上げ（別表第１

関係） 

現   行 改 正 後 

１，５００円以下の範囲内で別に管理

者が定める額 

医師による初診の場合 ５，０００円 

歯科医師による初診の場合 ３，０００円

２ 医療センターにおける再診患者加算料の新設（別表第１関係） 

医師による再診の場合 ２，５００円 

歯科医師による再診の場合 １，５００円

３ 施行期日 

  平成２８年１０月１日 

－１３－ 



Ｎｏ

１０

 北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部改正について  

                 （行政委員会事務局選挙課）

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用、選挙

運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の費用の公費負担の限

度額を引き上げるため、関係規定を改めるもの 

１ 選挙運動用自動車の使用の費用の公費負担限度額の引上げ（第４

条関係） 

契約の種類 現   行 改 正 後 

自動車の借入契約 １日につき 

１５，３００円

１日につき 

１５，８００円

自動車の燃料供給契約 １日につき 

７，３５０円

１日につき 

７，５６０円

２ 選挙運動用ビラの作成の費用の公費負担をする際の作成単価の限

度額の引上げ（第８条関係） 

選挙運動用ビラの枚数 現   行 改 正 後 

５万枚以下の場合 １枚当たり 

７円３０銭

１枚当たり 

７円５１銭

５万枚を超える場合 １枚当たり 

４円８８銭にその５万

枚を超える数を乗じて

得た金額に３６万５，

０００円を加えた金額

を当該選挙運動用ビラ

の作成枚数で除して得

た金額 

１枚当たり 

５円２銭にその５万枚

を超える数を乗じて得

た金額に３７万５，５

００円を加えた金額を

当該選挙運動用ビラの

作成枚数で除して得た

金額 

（次頁に続く）

－１４－ 



（続き） 

  ３ 選挙運動用ポスターの作成の費用の公費負担をする際の作成単価

の限度額の引上げ（第１１条関係） 

（１） ポスター掲示場が５００か所以下の場合 

現 行

ポスター１枚当たりの単価＝ 

５１０円４８銭×ポスター掲示場数＋３０１，８７５円

ポスター掲示場数 

改正後

ポスター１枚当たりの単価＝ 

５２５円６銭×ポスター掲示場数＋３１０，５００円

ポスター掲示場数 

（２） ポスター掲示場が５００か所を超える場合 

現 行 

ポスター１枚当たりの単価＝ 

２５５，２４０円＋２６円７３銭×（ポスター掲示場数－５００）＋３０１，８７５円

ポスター掲示場数 

改正後 

ポスター１枚当たりの単価＝ 

２６２，５３０円＋２７円５０銭×（ポスター掲示場数－５００）＋３１０，５００円

ポスター掲示場数 

４ 施行期日 

  公布の日 

－１５－ 



Ｎｏ

１１

 競艇用投票関連情報処理機器の取得について 

                 （技術監理局契約部契約課）

  １ 品名 

    競艇用投票関連情報処理機器 

  ２ 数量 

    一式 

  ３ 買入れ予定金額 

    ２億８，７９４万９，６００円 

－１６－ 



Ｎｏ

１２

 退職手当の支給制限処分についての異議申立てについて 

（総務局人事部給与課）

  元市職員から提起された退職手当の支給制限処分についての異議申立

てに対して決定をするに当たり、議会に諮問するもの 

 １ 異議申立人 

    北九州市小倉北区 男性 

  ２ 異議申立年月日 

    平成２８年３月１日 

  ３ 異議申立てに係る処分 

    平成２８年１月６日付けの異議申立人に対する退職手当の支給制 

   限処分 

  ４ 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日 

    平成２８年１月６日 

  ５ 異議申立ての趣旨及び理由の要旨 

   （１） 趣旨 

     異議申立てに係る処分を取り消すとの決定を求める。 

   （２） 理由の要旨 

     本件処分は、次の点から違法であり、又は不当であって、取消

しを免れない。 

    ア 平成２７年１２月１０日、懲役４月（執行猶予３年）の判決

が確定したことは認めるが、平成２４年８月１日午前７時３５

分ごろ、ＪＲ日豊線の城野駅―西小倉駅間を走行中の普通列車

内で、会社員女性の胸や尻に触れる行為をした事実はない。 

（次頁に続く） 

－１７－ 



 （続き） 

    イ 本件支給制限処分は、異議申立人に対する重大な不利益処分

であるが、処分前に、告知聴聞の機会がなかった。 

    ウ 本件支給制限処分は、処分としての相当性を欠き、その裁量

を逸脱している。 

－１８－ 



Ｎｏ

１３

市道路線の認定及び変更について 

 （建設局総務部管理課）

 市道路線の整備を図るため、路線の認定及び変更を行うもの 

 数 延 長 

認 定 ３１路線 ２，４０４ｍ

変 更 ３路線 △２２８ｍ

－１９－ 



Ｎｏ

１４

 町の区域の設定及び変更並びに字の区域の変更について 

 （建築都市局整備部区画整理課）

  北九州都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業の施

行に伴い、町の区域の設定及び変更並びに字の区域の変更をするもの 

（次頁に続く）

設定及び変更後 変更前の区域 

若松区小敷ひびきの一丁目 

若松区大字小敷１の１ 

ほか１７１筆

若松区大字塩屋８８４の一部 

ほか５筆

若松区小敷ひびきの二丁目 
若松区大字小敷１８８の３の一部 

ほか１５８筆

若松区塩屋一丁目 

若松区大字塩屋２の４ 

ほか２０９筆

若松区大字払川６４７の２ 

ほか２２筆

八幡西区大字本城３２９５の５の一部

ほか２６筆

若松区塩屋二丁目 
若松区大字塩屋１１の１の一部 

ほか１９８筆

若松区塩屋三丁目 
若松区大字塩屋１３２の一部 

ほか３４０筆

－２０－ 



（続き） 

若松区塩屋四丁目 

若松区大字小敷２の１の一部 

ほか１１筆

若松区大字塩屋６８９の１の一部 

ほか１２２筆

若松区ひびきの 
若松区大字塩屋４５３の一部 

ほか４筆

若松区ひびきの北 

若松区大字小敷７の一部 

ほか２０２筆

若松区大字塩屋５４１の１の一部 

ほか１２６筆

－２１－ 



Ｎｏ

１５

 損害賠償の請求に関する訴えの提起について 

 （港湾空港局港営部港営課）

 船舶事故に係る損害賠償の請求について訴えを提起するもの 

 １ 相手方 

   香港  民間会社 

   山東省 民間会社 

   広東省 民間会社 

 ２ 請求の要旨 

   相手方は、平成２６年１１月１１日、北九州市若松区響町一丁目 

において発生した船舶事故により、本市が管理する港湾施設を損傷 

させたので、その損害賠償の請求をするため、訴えを提起する。 

 ３ 訴訟遂行の方針 

 （１）第一審判決の結果必要があれば、上訴する 

 （２）訴訟において必要があれば、和解する 

－２２－ 



Ｎｏ

１６

損害賠償の額の決定及び和解について 

 （病院局総務課）

 平成２６年３月７日に北九州市立医療センターで手術を受けた患者

が、当該手術の際に神経の損傷を受けたことにより、後遺症が残るこ

ととなった事故について、損害賠償の額を決定し、及び和解するもの 

１ 相手方 

北九州市小倉北区 男性 

 ２ 損害賠償の額 

   ３，４３４万２，５８０円 

 ３ 和解事項 

（１） 本件事故に係る相手方の診療のため、北九州市立医療セ

ンターにおいて要した診療費は、相手方の負担とする。 

（２） 北九州市は、相手方に対し、本件事故の損害賠償金とし

て金３，４３４万２，５８０円を支払うものとする。 

（３） 北九州市は、本和解成立の日から１箇月以内に、相手方

の指定する金融機関の口座に損害賠償金を振り込んで支払う。 

（４） 北九州市及び相手方は、本件事故に関し、北九州市と相

手方との間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権

債務のないことを相互に確認するとともに、それぞれ相手に対

して、裁判上又は裁判外において、何らの請求及び異議申立て

をしない。 

（５） 相手方は、本件事故における自己の医療行為に関与した

医師、看護師等に対し、何らの請求をしないものとする。 

（次頁に続く） 

－２３－ 



（続き） 

（６）  本和解の契約書の作成に関する費用は、北九州市の負担

とする。 

－２４－ 



－２５－ 

Ｎｏ 

１７ 

 指定管理者の指定について（北九州市立都島球場） 

 （市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課）

  北九州市立都島球場について、指定管理者を指定するもの 

  １ 指定管理者に管理を行わせる施設 

    北九州市立都島球場 

  ２ 指定管理者に指定する者 

    公益財団法人北九州市体育協会 

  ３ 指定する期間 

    平成２８年９月１日から平成３２年３月３１日まで 



№ 件    名 要       旨 

平

成

28

年

度

予

算

規

模

区  分 補正額の合計 補正後の予算総額 

一般会計 236 億 3,310 万円 0 兆 5,550 億 8,710 万円 

特別会計 9,580 万円 0 兆 5,697 億 1,650 万円 

企業会計 51 億 8,370 万円 0 兆 1,241 億 7,265 万円 

合  計 339 億 1,260 万円 1 兆 2,489 億 7,625 万円 

18

平成 28 年度北九州市 

一般会計 

 補正予算について 

１ 補正額 

(債務負担)

２ 総 額 

0 ,036 億 3,310 万円 

△ 3 億 5,000 万円 

5,550 億 8,710 万円 

19

平成 28 年度北九州市 

卸売市場特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

0 ,007 億 4,380 万円 

8 億  400 万円 

20

平成 28 年度北九州市 

公債償還特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

0,00  2,600 万円 

1,931 億  300 万円 

21

平成 28 年度北九州市 

土地取得特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

0,0 02 億 2,600 万円 

0, 38 億 9,300 万円 

－２６－ 



22

平成 28 年度北九州市 

下水道事業会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 ２ 総 額 

0 ,0 1 億 8,370 万円 

0 ,531 億 1,860 万円 

－２７－ 
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